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答      申 

 

１ はじめに 

本審議会は、令和７年１月１５日、中央区特別職報酬等審議会条例第２条第１

項の規定に基づき、区長から「区議会議員の報酬の額並びに区長、副区長及び教

育委員会教育長の給料の額」（以下「特別職の報酬等の額」という。）及び「区議

会議員、区長、副区長及び教育委員会教育長の期末手当」（以下「特別職の期末

手当」という。）について諮問を受けました。 

本審議会は、この諮問を受けて最も妥当性のある結論を得るため、各委員が区

民の代表者としての自覚と責任のもとに、公平かつ不偏の立場を堅持しつつ、広

範な視点から慎重に審議を行いました。 

審議に当たっては、令和６年度の特別区人事委員会の勧告による一般職の職員

（以下「職員」という。）の給与及び期末手当改定状況や他区における特別職の報

酬等改定状況などについて報告を聴取いたしました。 

その結果、現在の区議会議員並びに区長、副区長及び教育委員会教育長（以下

「特別職」という。）の職務・職責や社会経済情勢などにも十分配慮した上で、こ

こに答申を行うものであります。 

 

２ 特別職の職務・職責 

中央区の人口は、令和７年１月には１８７，４０４人となっています。今後も

人口増加は続き、令和９年度内には２０万人に達する見込みです。これは、区が

健全財政を維持しつつ、住環境の整備をはじめとした総合的な施策をしっかりと

実施・展開した結果であると高く評価するものであります。 

一方、我が国の経済は、雇用・所得環境が改善する下で、各種政策の効果もあ

り、緩やかな回復が続くことが期待されておりますが、昨今の物価上昇等の影響

に十分注意する必要があります。 

本区財政においては、歳入の根幹をなす特別区民税や特別区交付金に一定の伸
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びが期待できるものの、ふるさと納税による税の流出が拡大を続けています。ま

た、景気の下振れや長引く原材料価格・物価高騰などを背景に所得環境・企業収

益が悪化するリスクも懸念され、今後の財政環境は予断を許さない状況といえま

す。 

さらに、晴海地区に新たなまちが形成されるなど、急激な人口増加に伴い、子

育て・教育分野をはじめさまざまな分野での行政需要が拡大・多様化し、本区を

取り巻く環境は大きく変容しています。 

こうした状況下において中央区は、区民一人一人の満足度を高め、誰もが本区

で暮らし、働くことに誇りを持ち、安全・安心に暮らせるまちづくりに向けて、

「中央区基本計画２０２３」に掲げた各種施策を力強く推進しながら、複雑かつ

多様化する区民ニーズに的確に対応していくことが求められています。 

区議会議員においては、行政のチェック機関としての役割を果たすとともに、

さまざまな区民の声や地域の実情を捉えたきめ細やかな議員活動を通じて、行政

との連携を図りつつ、区民福祉の向上のために全力で取り組むことが求められ、

その職責はますます重要となっています。 

また、区長、副区長及び教育委員会教育長においては、厳しい財政状況下にお

いてより効率的かつ効果的な行政運営を推進していくため、一層高度な識見、的

確な判断力、政策を着実に実行する手腕が求められるなど、その職責は極めて重

要であります。 

 

３ 特別職の報酬等の額及び特別職の期末手当 

(1) 検討に当たっての視点 

  特別職の報酬等の額及び特別職の期末手当は、民間の実態、国や他の地方公

共団体の動向、物価、生計費、その他経済情勢等を踏まえて行われた特別区人

事委員会勧告の内容や職員の給与改定状況を十分勘案し検討する必要があり

ます。 

また、特別区は、各区が地域特性や特色等を生かした施策を実施・展開し独

自色が見られる一方で、特別職の職務・職責は共通点が多いことから、他区と
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の均衡について配慮することも必要です。 

(2) 給与改定状況 

中央区は、令和６年４月に特別職の報酬等の額を０．３６％、特別職の期末

手当の支給月数を０．１０月引き上げる改定を行いました。 

(3) 他区との比較 

令和６年度の他区における審議会の答申内容をみると、特別職の報酬等の額

については、特別職、議員ともに引き上げた区が１９区、特別職のみ引き上げ

た区が１区、議員のみ引き上げた区が１区、未定の区が１区となっています。 

特別職の期末手当の支給月数については、特別職、議員ともに引き上げた区

が２０区、議員のみ引き上げた区が１区、未定の区が１区となっています。 

その結果、特別区内における現在の中央区の特別職の報酬等の額の順位は、

区議会議員が２３区中１２位、区長が１１位、副区長が１０位、教育長が１３

位となります。また、期末手当等を含めた年収額で比較しますと、区議会議員

が２０位、区長が１９位、副区長が１９位、教育長が１６位となります。 

(4) 結論 

先に述べたとおり、中央区における特別職の職務・職責はますます重くなっ

ております。職員の給与改定状況、他区との均衡、特別区人事委員会勧告の内

容や景気動向を総合的に勘案して審議した結果、特別職の報酬等の額及び特別

職の期末手当の支給月数を、次のとおり引き上げることが望ましいとの結論に

至りました。 

① 特別職の報酬等の額 

特別区人事委員会勧告では初任給及び若年層に重点を置いた給料月額の引

上げとされたことから、一般職の改定率を参考に、より職責の重い部長級（一

般職の６級）の最高号給の引上げ率を適用し、０.７８％（千円未満四捨五入）

引き上げる。 

区  長   １，１６４，０００円（引上げ額 ９，０００円） 

副 区 長     ９３３，０００円（引上げ額 ７，０００円） 

教 育 長     ８３３，０００円（引上げ額 ６，０００円） 
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議  長     ９４０，０００円（引上げ額 ７，０００円） 

副 議 長     ７９８，０００円（引上げ額 ６，０００円） 

委 員 長     ６６２，０００円（引上げ額 ５，０００円） 

副委員長     ６４１，０００円（引上げ額 ５，０００円） 

議  員     ６１８，０００円（引上げ額 ５，０００円） 

② 特別職の期末手当の支給月数  

特別区人事委員会勧告の引上げ月数（０．２０月）の引上げ率（４．３０％）

と同率となる０．１５月を引き上げ、３．６０月から３．７５月とする。 

③ 改定の実施時期 

従来からの改定時期等を勘案し、令和７年４月１日から実施することが適

当である。 

 

４ おわりに 

本審議会は、区長の諮問に対し、以上のとおり答申するものであります。特別

職各位におかれましては、区民の信頼と信託に応えるべく、一層ご尽力されるこ

とを切に要望いたします。 

なお、本答申については、その内容を十分に尊重されることを期待するもので

あります。 


